
 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 3月 4日 

上越市ガス水道局 

 

 上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３１年４月検針分に適用される単位料金

を平成３１年３月検針分と同額とさせていただきます。 

 

 今回のガス料金の調整は平成３０年１１月～平成３１年１月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。なお、今回の平均原料価格（６

５，８５０円／ｔ）は、上越市ガス供給条例第 11条第 2項第 1号で規定する平均原料価格の上限額

を超えたため、上限額５６，１４０円／ｔで計算しています。 

 

 

 また、平成３１年４月検針分に適用する料金につきましては、広報上越３月１５日号での記事掲載、

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３１年４月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３１年３月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

調整単位料金 

４月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

調整単位料金 

（参考）３月 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

平成３１年４月 

適用料金 

平成３１年３月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，１９２円／月 ５，１９２円／月 ０円／月 ０.００％ 

※ 当市におけるご家庭１件、一ヵ月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３１年４月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 
平成３０年１１月～平成３１年１月 

（４月検針分に適用） 

平成３０年１０月～平成３０年１２月 

（３月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 11月～平成 31月 1月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６４，４６０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝６２，９８３．８６６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 11月～平成 31月 1月貿易統計値）×0.0474 

         ＝６０，５６０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，８７０．５４４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝６２，９８３．８６６円／㌧＋２，８７０．５４４円／㌧ 

         ＝６５，８５４．４１０円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６５，８５０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

平成 31年 4月 1日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて平成３１年５月検針分に適用される調整単位

料金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

 

今回のガス料金の調整は平成３０年１２月～平成３１年２月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価

格（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

なお、５月１日より、都市ガス料金の原料費調整額の上限を廃止します。これにより４月３０日以

前よりご使用されているお客さまにつきましては、４月検針日から５月検針日までの使用量を使用月

ごとの日数に応じてあん分し、適用する料金を日割り計算した上で料金を算定いたします。 

また、平成３１年５月検針分に適用する料金につきましては、広報上越４月１５日号での記事掲載、 

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

平成３１年５月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 



＜別紙＞ 

 

  

 

① 4月検針日翌日から 4月 30日までの期間の算定 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   平成３１年４月に適用する調整単位料金と比較した場合、同額となります。 

   なお、基準単位料金に対しては１６．７８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

平成３１年５月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

（参考） 

平成３１年４月 

調整単位料金 

１２４．３６ １２２．６３ １２１．７６ 

 

 

② 5月 1日以降 5月検針日までの期間の算定 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては２４．０５円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

平成３１年５月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１３１．６３ １２９．９０ １２９．０３ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （平成３１年５月） 



 

 

 

① 4月検針日翌日から 4月 30日までの期間の算定 

 
平成３０年１２月～平成３１年２月 

（５月検針分に適用） 

平成３０年１１月～平成３１年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５６，１４０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 12月～平成 31月 2月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６４，０９０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝６２，６２２．３３９円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 12月～平成 31月 2月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５４，６００円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，５８８．０４０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝６２，６２２．３３９円／㌧＋２，５８８．０４０円／㌧ 

         ＝６５，２１０．３７９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６５，２１０円／㌧ 

※上越市ガス供給条例第１１条第２項第１号の規定する平均原料価格の上限を超えたため 

上限額５６，１４０円／㌧で計算します。 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５６，１４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２１，０５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２１，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２１，０００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．７８３２０円 

         ＝１２２．６３３２０円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．６３円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．７８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



② 5月 1日以降 5月検針日までの期間の算定 

 
平成３０年１２月～平成３１年２月 

（５月検針分に適用） 

平成３０年１１月～平成３１年１月 

（４月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ６５，２１０円／㌧ ５６，１４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 30年 12月～平成 31月 2月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６４，０９０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝６２，６２２．３３９円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 30年 12月～平成 31月 2月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５４，６００円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，５８８．０４０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝６２，６２２．３３９円／㌧＋２，５８８．０４０円／㌧ 

         ＝６５，２１０．３７９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６５，２１０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝６５，２１０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝３０，１２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝３０，１００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×３０，１００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋２４．０５５９２円 

         ＝１２９．９０５９２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２９．９０円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり２４．０５円（税込）上方調整します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 5月 7日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年６月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

 

今回のガス料金の調整は平成３１年１月～平成３１年３月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

また、令和元年６月検針分に適用する料金につきましては、広報上越５月１５日号での記事掲載、 

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年６月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては ２２．８５円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

令和元年６月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１３０．４３ １２８．７０ １２７．８３ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年６月 

適用料金 

令和元年５月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，４２９円／月 ５，４７６円／月 △４７円／月 △０．８６％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年６月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 

 
平成３１年１月～平成３１年３月 

（６月検針分に適用） 

平成３０年１２月～平成３１年２月 

（５月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ６３，７１０円／㌧ ６５，２１０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 31年 1月～平成 31月 3月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６２．６６０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝６１，２２５．０８６円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 31年 1月～平成 31月 3月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５２．３３０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，４８０．４４２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝６１，２２５．０８６円／㌧＋２，４８０．４４２円／㌧ 

         ＝６３，７０５．５２８円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６３，７１０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝６３，７１０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２８，６２０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２８，６００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２８，６００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋２２．８５７１円 

         ＝１２８．７０７１円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２８．７０円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり２２．８５円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 5月 31日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年７月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

 

今回のガス料金の調整は平成３１年２月～平成３１年４月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

また、令和元年７月検針分に適用する料金につきましては、広報上越６月１５日号での記事掲載、 

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年７月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては ２１．０９円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

令和元年７月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２８．６７ １２６．９４ １２６．０７ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年７月 

適用料金 

令和元年６月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，３６１円／月 ５，４２９円／月 △６８円／月 △１．２５％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年７月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 



 

 

 

 

 
平成３１年２月～平成３１年４月 

（７月検針分に適用） 

平成３１年１月～平成３１年３月 

（６月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ６１，５４０円／㌧ ６３，７１０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 31年 2月～平成 31月 4月貿易統計値）×0.9771 

         ＝６０，３９０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５９，００７．０６９円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 31年 2月～平成 31月 4月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５３，５３０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，５３７．３２２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５９，００７．０６９円／㌧＋２，５３７．３２２円／㌧ 

         ＝６１，５４４．３９１円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝６１，５４０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝６１，５４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２６，４５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２６，４００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２６，４００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋２１．０９８８８円 

         ＝１２６．９４８８８円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２６．９４円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり２１．０９円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 6月 28日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年８月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

 

今回のガス料金の調整は平成３１年３月～令和元年５月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿

易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

また、令和元年８月検針分に適用する料金につきましては、広報上越７月１５日号での記事掲載、 

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年 8月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １８．８６円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

令和元年 8月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２６．４４ １２４．７１ １２３．８４ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年８月 

適用料金 

令和元年７月 

適用料金 
増減額 増減率 

３９ｍ３ ５，２７４円／月 ５，３６１円／月 △８７円／月 △１．６２％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３９ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年８月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
平成３１年３月～令和元年 5 月 

（８月検針分に適用） 

平成３１年２月～平成３１年４月 

（７月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５８，７５０円／㌧ ６１，５４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 31年 3月～令和元年 5月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５７，３７０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５６，０５６．２２７円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 31年 3月～令和元年 5月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５６，７５０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，６８９．９５０円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５６，０５６．２２７円／㌧＋２，６８９．９５０円／㌧ 

         ＝５８，７４６．１７７円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５８，７５０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５８，７５０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２３，６６０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２３，６００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２３，６００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１８．８６１１２円 

         ＝１２４．７１１１２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２４．７１円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

● 上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１８．８６円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 7月 30日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年９月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

 

今回のガス料金の調整は平成３１年４月～令和元年６月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿

易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

また、令和元年９月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１日号での記事掲載、 

ガス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ

（検針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年９月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １６．４６円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

令和元年９ 

月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２４．０４ １２２．３１ １２１．４４ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年９月 

適用料金 

令和元年８月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，６９１円／月 ４，７７５円／月 △８４円／月 △１．７６％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年９月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
平成３１年４月～令和元年６月 

（９月検針分に適用） 

平成３１年３月～令和元年 5 月 

（８月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５５，６９０円／㌧ ５８，７５０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 31年 4月～令和元年 6月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５４，２７０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５３，０２７．２１７円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（平成 31年 4月～令和元年 6月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５６，０８０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，６５８．１９２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５３，０２７．２１７円／㌧＋２，６５８．１９２円／㌧ 

         ＝５５，６８５．４０９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５５，６９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５５，６９０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２０，６００円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２０，６００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×２０，６００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１６．４６３５２円 

         ＝１２２．３１３５２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．３１円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

● 上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．４６円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 8月 30日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年１０月検針分に適用される調整単位

料金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

今回のガス料金の調整は令和元年５月～令和元年７月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿易

統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

 

また、消費税率の引上げに伴い令和元年 10月 1日を改定日として、ガス料金を改定します。 

10月 1日前から継続してご使用の場合は、経過措置により 10月 1日以後最初の検針分までは改定

前の料金（8％）となり、それ以降の検針分から改定後の料金（10％）が適用されます。 

令和元年１０月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１５日号での記事掲載、ガス

水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検

針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年１０月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １５．６６円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

令和元年１０月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２３．２４ １２１．５１ １２０．６４ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年１０月 

適用料金 

令和元年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，６６３円／月 ４，６９１円／月 △２８円／月 △０．６０％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年５月～令和元年 7 月 

（１０月検針分に適用） 

平成３１年４月～令和元年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５４，７４０円／㌧ ５５，６９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 5月～令和元年 7月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５３，４３０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５２，２０６．４５３円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 5月～令和元年 7月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５３，４９０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，５３５．４２６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５２，２０６．４５３円／㌧＋２，５３５．４２６円／㌧ 

         ＝５４，７４１．８７９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５４，７４０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５４，７４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１９，６５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１９，６００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１９，６００円／１００円×１．０８ 

         ＝１０５．８５円＋１５．６６４３円 

         ＝１２１．５１４３円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．５１円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．０８を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１５．６６円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 8月 30日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年１０月検針分に適用される調整単位

料金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

今回のガス料金の調整は令和元年５月～令和元年７月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿易

統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

 

また、消費税率の引上げに伴い令和元年 10月 1日を改定日として、ガス料金を改定します。 

10月 1日以降に使用を開始する場合は、初回検針分から改定後の料金（10％）が適用されます。 

令和元年１０月検針分に適用する料金につきましては、広報上越９月１５日号での記事掲載、ガス

水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検

針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年１０月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １５．９５円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３６７．２０ ４１０．４０ ６２６．４０ 

令和元年１０月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２３．５３ １２１．８０ １２０．９３ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年１０月 

適用料金 

令和元年９月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，７４９円／月 ― ― ― 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年１０月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年５月～令和元年 7 月 

（１０月検針分に適用） 

平成３１年４月～令和元年６月 

（９月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５４，７４０円／㌧ ５５，６９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 5月～令和元年 7月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５３，４３０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５２，２０６．４５３円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 5月～令和元年 7月貿易統計値）×0.0474 

         ＝５３，４９０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，５３５．４２６円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５２，２０６．４５３円／㌧＋２，５３５．４２６円／㌧ 

         ＝５４，７４１．８７９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５４，７４０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５４，７４０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１９，６５０円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１９，６００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．１ 

         ＝１０５．８５円＋０．０７４円×１９，６００円／１００円×１．１ 

         ＝１０５．８５円＋１５．９５４４円 

         ＝１２１．８０４４円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２１．８０円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０７９９２円（０．０７４

円に１．１を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１５．９５円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年９月３０日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年１１月検針分に適用される調整単位

料金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

今回のガス料金の調整は令和元年６月～令和元年８月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿易

統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

令和元年１１月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１０月１５日号での記事掲載、ガ

ス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検

針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年１１月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １６．２８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３７４．００ ４１８．００ ６３８．００ 

令和元年１１月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２５．８６ １２４．０９ １２３．２１ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年１１月 

適用料金 

令和元年１０月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，７６１円／月 ４，７４９円／月 １２円／月 ０．２５％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

※ 令和元年 10月適用料金は消費税率 10％で算定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年１１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年６月～令和元年８月 

（１１月検針分に適用） 

令和元年５月～令和元年７月 

（１０月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５５，０９０円／㌧ ５４，７４０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 6月～令和元年 8月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５４，０７０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５２，８３１．７９７円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 6月～令和元年 8月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４７，６３０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，２５７．６６２円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５２，８３１．７９７円／㌧＋２，２５７．６６２円／㌧ 

         ＝５５，０８９．４５９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５５，０９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５５，０９０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝２０，０００円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝２０，０００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋０．０７４円×２０，０００円／１００円×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋１６．２８００円 

         ＝１２４．０９００円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２４．０９円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０８１４円（０．０７４円

に１．１を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．２８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月３１日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和元年１２月検針分に適用される調整単位

料金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

今回のガス料金の調整は令和元年７月～令和元年９月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿易

統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

令和元年１２月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１１月１５日号での記事掲載、ガ

ス水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検

針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和元年１２月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １６．１１円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３７４．００ ４１８．００ ６３８．００ 

令和元年１２月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２５．６９ １２３．９２ １２３．０４ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和元年１２月 

適用料金 

令和元年１１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，７５５円／月 ４，７６１円／月 ６円／月 △０．１３％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和元年１２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年７月～令和元年９月 

（１２月検針分に適用） 

令和元年６月～令和元年８月 

（１１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５４，８９０円／㌧ ５５，０９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 7月～令和元年 9月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５４，０５０円／㌧×０．９７７１ 

         ＝５２，８１２．２５５円／㌧ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 7月～令和元年 9月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４３，８１０円／㌧×０．０４７４ 

         ＝２，０７６．５９４円／㌧ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５２，８１２．２５５円／㌧＋２，０７６．５９４円／㌧ 

         ＝５４，８８８．８４９円／㌧ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５４，８９０円／㌧ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５４，８９０円／㌧－３５，０９０円／㌧ 

         ＝１９，８００円／㌧ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１９，８００円／㌧ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋０．０７４円×１９，８００円／１００円×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋１６．１１７２円 

         ＝１２３．９２７２円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２３．９２円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０８１４円（０．０７４円

に１．１を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１６．１１円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月２８日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和２年１月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

今回のガス料金の調整は令和元年８月～令和元年１０月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿

易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

令和２年１月検針分に適用する料金につきましては、広報上越１２月１５日号での記事掲載、ガス

水道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検

針票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和２年１月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １５．７９円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３７４．００ ４１８．００ ６３８．００ 

令和２年１月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２５．３７ １２３．６０ １２２．７２ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和２年１月 

適用料金 

令和元年１２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，７４４円／月 ４，７５５円／月 △１０円／月 △０．２３％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和２年１月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年８月～令和元年１０月 

（令和２年１月検針分に適用） 

令和元年７月～令和元年９月 

（令和元年１２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５４，５７０円／㌧ ５４，８９０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 8月～令和元年 10月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５３，８００円／ｔ×０．９７７１ 

         ＝５２，５６７．９８０円／ｔ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 8月～令和元年 10月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４２，１５０円／ｔ×０．０４７４ 

         ＝１，９９７．９１０円／ｔ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５２，５６７．９８０円／ｔ＋１，９９７．９１０円／ｔ 

         ＝５４，５６５．８９０円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５４，５７０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５４，５７０円／ｔ－３５，０９０円／ｔ 

         ＝１９，４８０円／ｔ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１９，４００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋０．０７４円×１９，４００円／１００円×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋１５．７９１６円 

         ＝１２３．６０６１円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２３．６０円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０８１４円（０．０７４円

に１．１を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１５．７９円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12月 26日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和２年２月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

今回のガス料金の調整は令和元年９月～令和元年１１月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格（貿

易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

令和２年２月検針分に適用する料金につきましては、広報上越２月１日号での記事掲載、ガス水道

局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検針票）」

等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和２年２月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １５．１４円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３７４．００ ４１８．００ ６３８．００ 

令和２年２月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２４．７２ １２２．９５ １２２．０７ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和２年２月 

適用料金 

令和２年１月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，７２１円／月 ４，７４４円／月 △２３円／月 △０．４８％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和２年２月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年９月～令和元年１１月 

（令和２年２月検針分に適用） 

令和元年８月～令和元年１０月 

（令和２年１月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５３，７１０円／㌧ ５４，５７０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 9月～令和元年 11月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５２，８７０円／ｔ×０．９７７１ 

         ＝５１，６５９．２７７円／ｔ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 9月～令和元年 11月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４３，２２０円／ｔ×０．０４７４ 

         ＝２，０４８．６２８円／ｔ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５１，６５９．２７７円／ｔ＋２，０４８．６２８円／ｔ 

         ＝５３，７０７．９０５円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５３，７１０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５３，７１０円／ｔ－３５，０９０円／ｔ 

         ＝１８，６２０円／ｔ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１８，６００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋０．０７４円×１８，６００円／１００円×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋１５．１４０４円 

         ＝１２２．９５０４円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２２．９５円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０８１４円（０．０７４円

に１．１を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１５．１４円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 



 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 1月 31日 

上越市ガス水道局 

 

上越市ガス水道局は、「原料費調整制度」に基づいて令和２年３月検針分に適用される調整単位料

金を、別紙のとおりとさせていただきます。 

 

今回のガス料金の調整は令和元年１０月～令和元年１２月のＬＮＧ平均価格及びＬＰＧ平均価格

（貿易統計値）により算定された平均原料価格に基づくものです。 

令和２年３月検針分に適用する料金につきましては、広報上越２月１５日号での記事掲載、ガス水

道局本局及び営業所の窓口での掲示、検針時に各戸にお届けする「ガス水道使用量のお知らせ（検針

票）」等でお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原料費調整制度に基づく 

令和２年３月のガス料金について 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 



＜別紙＞ 

 

 

 

● 一般契約料金（各月のご使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃいずれかの料金表が適用されます） 

   基準単位料金に対しては １５．３８円（税込）上方調整して料金を算定します。 

   また、基本料金は変わりません。 

区 分 料金表Ａ 料金表Ｂ 料金表Ｃ 

月間使用量 ０～２５ｍ３ ２６～２５０ｍ３ ２５１ｍ３～ 

基本料金 

（円／月） 
３７４．００ ４１８．００ ６３８．００ 

令和２年３月 

調整単位料金 

（円／ｍ３） 

１２４．９６ １２３．１９ １２２．３１ 

 

【ガス料金の計算式】 

 １か月のガス料金 ＝ 基本料金 ＋ ガス使用量 × 基準単位料金（原料費調整制度に基づく

単位料金の調整を行う場合は、その調整単位料金） 

 （上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

 

 

１か月の 

ご使用量 

令和２年３月 

適用料金 

令和２年２月 

適用料金 
増減額 増減率 

３５ｍ３ ４，７２９円／月 ４，７２１円／月 ８円／月 ０．１７％ 

※ 当市におけるご家庭の１件１か月当たり平均使用量３５ｍ３（４５．０メガジュール／ｍ３）に基

づいて算出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金 表 （令和２年３月） 

標 準 家 庭 に お け る 影 響 

＜お問い合わせ先＞ 

上越市ガス水道局 総務課料金出納係 

TEL 025-522-5518 内線 311、312 

 



 

 

 

 
令和元年１０月～令和元年１２月 

（令和２年３月検針分に適用） 

令和元年９月～令和元年１１月 

（令和２年２月検針分に適用） 

平均原料価格※１ ５４，０１０円／㌧ ５３，７１０円／㌧ 

 

基準平均原料価格※２ ３５，０９０円／㌧ 

※１ 平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格×０．９７７１＋ＬＰＧ平均価格×０．０４７４ 

※２ 基準平均原料価格は、料金改定時に設定（平成２８年６月から８月までのＬＮＧ平均価格３４，１２０円× 

０．９７７１＋平成２８年６月から８月までのＬＰＧ平均価格３６，９７０円×０．０４７４） 

◆ 平均原料価格の算定 

ＬＮＧ平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（令和元年 10月～令和元年 12月貿易統計値）×0.9771 

         ＝５２，９８０円／ｔ×０．９７７１ 

         ＝５１，７６６．７５８円／ｔ 

ＬＰＧ平均原料価格＝ＬＰＧ平均価格（令和元年 10月～令和元年 12月貿易統計値）×0.0474 

         ＝４７，２８０円／ｔ×０．０４７４ 

         ＝２，２４１．０７２円／ｔ 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均原料価格＋ＬＰＧ平均原料価格 

         ＝５１，７６６．７５８円／ｔ＋２，２４１．０７２円／ｔ 

         ＝５４，００７．８３０円／ｔ 

           ↓ （10円未満四捨五入） 

＝５４，０１０円／ｔ 

◆ 原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

         ＝５４，０１０円／ｔ－３５，０９０円／ｔ 

         ＝１８，９２０円／ｔ 

            ↓ （100円未満切捨て） 

         ＝１８，９００円／ｔ 

◆ 調整単位料金（１ｍ３あたり）の算定（一般契約Ｂ区分の場合） 

調整単位料金＝基準単位料金＋（０．０７４円×原料価格変動額／１００円）×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋０．０７４円×１８，９００円／１００円×１．１ 

         ＝１０７．８１円＋１５．３８４６円 

         ＝１２３．１９４６円 

           ↓ （小数点第３位以下切捨て） 

         ＝１２３．１９円 

※ 原料価格変動額１００円につき基準単位料金単価を１ｍ３当たり０．０８１４円（０．０７４円

に１．１を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、基準単位料金単価に対し、１ｍ３当たり１５．３８円（税込）上方調整します。 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 


